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(57)【要約】
【課題】、本発明においては、データを直感的に移動さ
せることができる携帯端末、データ送信システムおよび
データ送信方法を提供することを目的とする。
【解決手段】選択部１０３ａは、移動元タッチパネルで
あるタッチパネル１０１ａにおいて表示されているデー
タをユーザの指示に基づいて選択し、近距離無線通信部
１０７ａは、選択されたデータを通信相手である携帯端
末１００ｂに送信する。その後、検出部１０４ａは、選
択されたデータのタッチパネル１０１ａにおける表示範
囲のうち、任意の位置から当該タッチパネルの外端部に
向けた移動元スライド操作をタッチパネル１０１ａにお
いて検出すると、表示制御部１０５ａは、当該移動元ス
ライド操作に従った外端部方向に向けてデータをスライ
ド表示させるように、タッチパネル１０１ａを制御する
。
【選択図】　図２



(2) JP 2012-212402 A 2012.11.1

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データの表示を行うとともに、ユーザからの操作を受け付ける移動元タッチパネルと、
　前記移動元タッチパネルにおいて表示されているデータを選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択されたデータを通信相手に送信する送信手段と、
　前記選択手段により選択されたデータの前記移動元タッチパネルにおける表示範囲のう
ち、任意の位置から当該タッチパネルの外端部に向けた移動元スライド操作を前記移動元
タッチパネルにおいて検出する検出手段と、
　前記検出手段により当該移動元スライド操作を検出すると、当該移動元スライド操作に
従った外端部方向に向けて前記データをスライド表示させるように、前記移動元タッチパ
ネルを制御する表示制御手段と、
を備え、
　前記送信手段は、前記表示制御手段による前記データのスライド表示を行う前に、前記
データの送信を完了していることを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記検出手段により移動元スライド操作が検出されると、前記送信手段は、通信相手に
移動元においてスライド操作したこと、または移動元においてスライド操作した時刻を通
知することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記データのファイルサイズが所定値以上である場合には、前記表示制御手段は、前記
タッチパネルにおいて、予め用意されたダミーデータをスライド表示させることを特徴と
する請求項１または２に記載の携帯端末。
【請求項４】
　位置情報を測位する移動元測位手段をさらに備え、
　前記送信手段は、ネットワーク上に配置されている中継サーバを介して、通信相手にデ
ータを送信し、当該送信に先立って、前記中継サーバに対して、スライド表示をさせるた
めの機能を起動したことを示す起動情報および前記移動元測位手段により測位された位置
情報を通知することを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の携帯端末。
【請求項５】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の携帯端末からデータを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信されたデータを記憶する記憶手段と、
　データの表示を行うとともに、ユーザからの操作を受け付ける移動先タッチパネルと、
　前記移動先タッチパネルにおいて、当該移動先タッチパネルの外端部から内側に向けた
移動先スライド操作を検出する移動先検出手段と、
　前記移動先検出手段により当該移動先スライド操作を検出すると、前記記憶手段に記憶
されているデータを、前記移動先スライド操作に従った外端部から内側に向けた方向にス
ライド表示させるように、前記タッチパネルを制御する移動先表示制御手段と、
を備える携帯端末。
【請求項６】
　前記記憶手段に記憶されているデータを削除する削除手段をさらに備え、
　前記受信手段は、請求項２または３に記載の携帯端末において移動元スライド操作が行
われた旨の通知、当該通知が送信された時刻、若しくは移動元スライド操作が行われた時
刻を受信し、前記通知が送信された時刻、前記通知が受信された時刻、または移動元スラ
イド操作が行われた時刻のいずれかを基準時として所定時間内に、前記移動先スライド操
作が行われると、前記移動先表示制御手段は、前記タッチパネルにおいてデータのスライ
ド表示を行い、所定時間内に、前記移動先スライド操作が行われないと、前記移動先表示
制御手段による前記タッチパネルにおいてデータのスライド表示を行うことなく、前記削
除手段は、前記データを前記記憶手段から削除することを特徴とする請求項５に記載の携
帯端末。
【請求項７】
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　所定の条件の下において、前記タッチパネルにおいて、予め用意されたダミーデータが
スライド表示されることを特徴とする請求項５または６に記載の携帯端末。
【請求項８】
　位置情報を測位する移動先測位手段をさらに備え、
　前記受信手段は、ネットワーク上に配置されている中継サーバを介して、通信相手から
データを受信し、当該受信に先立って、前記中継サーバに対して、スライド表示をさせる
ための機能を起動したことを示す起動情報および前記移動先測位手段により測位された位
置情報を通知することを特徴とする請求項５から７のいずれか一項に記載の携帯端末。
【請求項９】
　移動元携帯端末と、移動先携帯端末と、中継サーバとからなるデータ送信システムにお
いて、
　前記移動元携帯端末は、
　位置情報を測位する移動元測位手段と、
　予め定められたデータ送信機能を起動する移動元起動手段と、
　前記移動元測位手段により測位された位置情報、前記移動元起動手段によりデータ送信
機能が起動された旨を示す起動情報を、前記中継サーバに通知する移動元通知手段と、
　データの表示を行うとともに、ユーザからの操作を受け付ける移動元タッチパネルと、
　前記移動元タッチパネルにおいて表示されているデータを選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択されたデータを前記中継サーバに送信する送信手段と、
　前記選択手段により選択されたデータの前記移動元タッチパネルにおける表示範囲のう
ち、任意の位置から当該タッチパネルの外端部に向けた移動元スライド操作を前記移動元
タッチパネルにおいて検出する検出手段と、
　前記検出手段により当該移動元スライド操作を検出すると、当該移動元スライド操作に
従った外端部方向に向けて前記データをスライド表示させるように、前記移動元タッチパ
ネルを制御する表示制御手段と、
を備え、
　前記移動先携帯端末は、
　位置情報を測位する移動先測位手段と、
　予め定められたデータ送信機能を起動する移動先起動手段と、
　前記移動先測位手段により測位された位置情報および前記移動先起動手段によりデータ
送信機能が起動された旨を示す起動情報を、前記中継サーバに通知する移動先通知手段と
、
　前記移動元携帯端末からデータを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信されたデータを記憶する記憶手段と、
　データの表示を行うとともに、ユーザからの操作を受け付ける移動先タッチパネルと、
　前記移動先タッチパネルにおいて、当該移動先タッチパネルの外端部から内側に向けた
移動先スライド操作を検出する移動先検出手段と、
　前記移動先検出手段により当該移動先スライド操作を検出すると、前記記憶手段に記憶
されているデータを、前記移動先スライド操作に従った外端部から内側に向けた方向にス
ライド表示させるように、前記タッチパネルを制御する移動先表示制御手段と、
　を備え、
　前記中継サーバは、
　前記移動元携帯端末の識別情報、位置情報および起動情報、前記移動先携帯端末の識別
情報、位置情報、および起動情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された各位置情報、起動情報および起動情報に基づいて、前記
移動元携帯端末および前記移動先携帯端末の組み合わせを特定する特定手段と、
　前記移動元携帯端末からデータを受信すると、前記特定手段により組み合わせが特定さ
れた移動先携帯端末に対してデータを転送する中継手段と、
を備えることを特徴とするデータ送信システム。
【請求項１０】
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　データの表示を行うとともに、ユーザからの操作を受け付ける移動元タッチパネルを有
する移動元携帯端末、およびデータの表示を行うとともに、ユーザからの操作を受け付け
る移動先タッチパネルを有する移動先携帯端末を利用したデータ送信方法において、
　前記移動元タッチパネルにおいて表示されているデータを選択する選択ステップと、
　前記選択ステップにより選択されたデータを通信相手に送信する送信ステップと、
　前記選択ステップにより選択されたデータの前記移動元タッチパネルにおける表示範囲
のうち、任意の位置から当該タッチパネルの外端部に向けた移動元スライド操作を前記移
動元タッチパネルにおいて検出する検出ステップと、
　前記検出ステップにより当該移動元スライド操作を検出すると、当該移動元スライド操
作に従った外端部方向に向けて前記データをスライド表示させるように、前記移動元タッ
チパネルを制御する移動元表示制御ステップと、
を備え、
　移動元携帯端末からデータを受信する受信ステップと、
　前記受信ステップにより受信されたデータを記憶手段に記憶する記憶ステップと、
　データの表示を行うとともに、ユーザからの操作を受け付ける移動先タッチパネルと、
　前記移動先タッチパネルにおいて、当該移動先タッチパネルの外端部から内側に向けた
移動先スライド操作を検出する移動先検出ステップと、
　前記移動先検出ステップにより当該移動先スライド操作を検出すると、前記記憶手段に
記憶されているデータを、前記移動先スライド操作に従った外端部から内側に向けた方向
にスライド表示させるように、前記タッチパネルを制御する移動先表示制御ステップと、
を備え、
　前記送信ステップは、前記移動元表示制御ステップによる前記データのスライド表示を
行う前に、前記データの送信を完了していることを特徴とするデータ送信方法。
【請求項１１】
　データの表示を行うとともに、ユーザからの操作を受け付ける移動元タッチパネルを有
する移動元携帯端末と、データの表示を行うとともに、ユーザからの操作を受け付ける移
動元タッチパネルを有する移動先携帯端末と、中継サーバとからなるデータ送信システム
のデータ送信方法において、
　前記移動元携帯端末は、
　位置情報を測位する移動元測位ステップと、
　予め定められたデータ送信機能を起動する移動元起動ステップと、
　前記移動元測位ステップにより測位された位置情報および前記移動元起動ステップによ
りデータ送信機能が起動された旨を、前記中継サーバに通知する移動元通知ステップと、
　前記移動元タッチパネルにおいて表示されているデータを選択する選択ステップと、
　前記選択ステップにより選択されたデータを前記中継サーバに送信する送信ステップと
、
　前記選択ステップにより選択されたデータの前記移動元タッチパネルにおける表示範囲
のうち、任意の位置から当該タッチパネルの外端部に向けた移動元スライド操作を前記移
動元タッチパネルにおいて検出する移動元検出ステップと、
　前記検出ステップにより当該移動元スライド操作を検出すると、当該移動元スライド操
作に従った外端部方向に向けて前記データをスライド表示させるように、前記移動元タッ
チパネルを制御する移動元表示制御ステップと、
を備え、
　前記移動先携帯端末は、
　位置情報を測位する移動先測位ステップと、
　予め定められたデータ送信機能を起動する移動先起動ステップと、
　前記移動先測位ステップにより測位された位置情報および前記移動先起動ステップによ
りデータ送信機能が起動された旨を示す起動情報、前記中継サーバに通知する移動先通知
ステップと、
　前記移動元携帯端末からデータを受信する受信ステップと、
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　前記受信ステップにより受信されたデータを記憶手段に記憶する記憶ステップと、
　前記移動先タッチパネルにおいて、当該移動先タッチパネルの外端部から内側に向けた
移動先スライド操作を検出する移動先検出ステップと、
　前記移動先検出ステップにより当該移動先スライド操作を検出すると、前記記憶手段に
記憶されているデータを、前記移動先スライド操作に従った外端部から内側に向けた方向
にスライド表示させるように、前記タッチパネルを制御する移動先表示制御ステップと、
　を備え、
　前記中継サーバは、
　前記移動元携帯端末の識別情報、位置情報および起動情報、前記移動先携帯端末の識別
情報、位置情報および起動情報を受信する受信ステップと、
　前記受信ステップにより受信された各位置情報および起動情報に基づいて、前記移動元
携帯端末および前記移動先携帯端末の組み合わせを特定する特定ステップと、
　前記移動元携帯端末からデータを受信すると、前記特定ステップにより組み合わせが特
定された移動先携帯端末に対してデータを転送する中継ステップと、
を備えることを特徴とするデータ送信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネルを備える携帯端末、およびこれを備えたデータ送信システム並
びにデータ送信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、タッチパネルを備える携帯端末が普及しており、直感的な操作を可能にしている
。例えば、タッチパネルに表示されているアイコンをタッチすることにより、所定のアプ
リケーションを起動することができる。また、特許文献１においては、アイコンなどのオ
ブジェクトをドラッグなどすることによりオブジェクトの移動をさせることの記載があり
、直感的な操作を可能にしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２５０４６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ユーザの要望として、オブジェクトや写真データなどのデータを他の端末に移動（また
はコピー）したい場合があり、その場合、移動したいオブジェクトを選択し、その後、宛
先を入力し、若しくは宛先リストから一の宛先を選択することにより、データの移動を可
能にしている。
【０００５】
　しかしながら、このような操作は手間のかかるものであり、直感的な操作とは言い難く
、決して操作性がよいものとはいえない。特許文献１に記載されているように、同一端末
ないにおいてドラッグすることによりデータの移動をすることは考えられているが、異な
る端末間においてデータの移動をさせることを想定したものではなく、データの直感的な
移動を実現できない。
【０００６】
　そこで、上述の課題を解決するために、本発明においては、データを直感的に移動させ
ることができる携帯端末、データ送信システムおよびデータ送信方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　上述の課題を解決するために、本発明の携帯端末は、データの表示を行うとともに、ユ
ーザからの操作を受け付ける移動元タッチパネルと、前記移動元タッチパネルにおいて表
示されているデータを選択する選択手段と、前記選択手段により選択されたデータを通信
相手に送信する送信手段と、前記選択手段により選択されたデータの前記移動元タッチパ
ネルにおける表示範囲のうち、任意の位置から当該タッチパネルの外端部に向けた移動元
スライド操作を前記移動元タッチパネルにおいて検出する検出手段と、前記検出手段によ
り当該移動元スライド操作を検出すると、当該移動元スライド操作に従った外端部方向に
向けて前記データをスライド表示させるように、前記移動元タッチパネルを制御する表示
制御手段と、を備え、前記送信手段は、前記表示制御手段による前記データのスライド表
示を行う前に、前記データの送信を完了していることを特徴とする。
【０００８】
　この発明によれば、移動元タッチパネルにおいて表示されているデータを選択し、選択
されたデータを通信相手に送信する。その後、選択されたデータの移動元タッチパネルに
おける表示範囲のうち、任意の位置から当該タッチパネルの外端部に向けた移動元スライ
ド操作を移動元タッチパネルにおいて検出すると、当該移動元スライド操作に従った外端
部方向に向けてデータをスライド表示させるように、移動元タッチパネルを制御する。こ
れにより、直感的な操作で、データを移動元から移動先に送信することができ、事前に移
動先にデータを送信しているため、移動先においてもデータのスライド表示を行うことが
でき、ユーザは直感的な操作を実感することができる。
【０００９】
　また、本発明の携帯端末は、前記検出手段により移動元スライド操作が検出されると、
前記送信手段は、通信相手に移動元においてスライド操作したこと、または移動元におい
てスライド操作した時刻を通知することが好ましい。
【００１０】
　この発明によれば、移動元スライド操作が検出されると、通信相手に移動元においてス
ライド操作したこと、または移動元においてスライド操作した時刻を通知することができ
る。すなわち、移動先においてデータ削除のための基準時となる時刻を通知することがで
きる。
【００１１】
　また、本発明の携帯端末は、前記データのファイルサイズが所定値以上である場合には
、前記表示制御手段は、前記タッチパネルにおいて、予め用意されたダミーデータをスラ
イド表示させることが好ましい。
【００１２】
　この発明によれば、データのファイルサイズが所定値以上である場合には、タッチパネ
ルにおいて、予め用意されたダミーデータをスライド表示させることで、データの送信が
完了できない場合にも、直感的な操作を実現することができる。
【００１３】
　また、本発明の携帯端末は、位置情報を測位する移動元測位手段をさらに備え、前記送
信手段は、ネットワーク上に配置されている中継サーバを介して、通信相手にデータを送
信し、当該送信に先立って、前記中継サーバに対して、スライド表示をさせるための機能
を起動したことを示す起動情報および前記移動元測位手段により測位された位置情報を通
知することが好ましい。
【００１４】
　この発明によれば、ネットワーク上に配置されている中継サーバを介して、通信相手に
データを送信し、当該送信に先立って、中継サーバに対して、スライド表示をさせるため
の機能を起動したことを示す起動情報および測位された位置情報を通知することにより、
中継サーバにおいて、データの送信処理を実行しようとする移動先および移動元の携帯端
末の組み合わせを特定することができる。
【００１５】
　また、本発明の携帯端末は、上記携帯端末からデータを受信する受信手段と、前記受信
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手段により受信されたデータを記憶する記憶手段と、データの表示を行うとともに、ユー
ザからの操作を受け付ける移動先タッチパネルと、前記移動先タッチパネルにおいて、当
該移動先タッチパネルの外端部から内側に向けた移動先スライド操作を検出する移動先検
出手段と、前記移動先検出手段により当該移動先スライド操作を検出すると、前記記憶手
段に記憶されているデータを、前記移動先スライド操作に従った外端部から内側に向けた
方向にスライド表示させるように、前記タッチパネルを制御する移動先表示制御手段と、
を備えている。
【００１６】
　この発明によれば、上記移動元携帯端末からデータを受信し、受信されたデータを記憶
する。そして、移動先タッチパネルにおいて、当該移動先タッチパネルの外端部から内側
に向けた移動先スライド操作を検出すると、記憶されているデータを、移動先スライド操
作に従った外端部から内側に向けた方向にスライド表示させるように、タッチパネルを制
御する。これにより、直感的な操作で、データを移動元から受信することができ、事前に
移動元からデータを受信しているため、移動先においてもデータのスライド表示を行うこ
とができ、ユーザは直感的な操作を実感することができる。
【００１７】
　また、本発明の携帯端末は、前記記憶手段に記憶されているデータを削除する削除手段
をさらに備え、前記受信手段は、上記移動元の携帯端末において移動元スライド操作が行
われた旨の通知、当該通知が送信された時刻、若しくは移動元スライド操作が行われた時
刻を受信し、前記通知が送信された時刻、前記通知が受信された時刻、または移動元スラ
イド操作が行われた時刻のいずれかを基準時として所定時間内に、前記移動先スライド操
作が行われると、前記移動先表示制御手段は、前記タッチパネルにおいてデータのスライ
ド表示を行い、所定時間内に、前記移動先スライド操作が行われないと、前記移動先表示
制御手段による前記タッチパネルにおいてデータのスライド表示を行うことなく、前記削
除手段は、前記データを前記記憶手段から削除することが好ましい。
【００１８】
　この発明によれば、移動元携帯端末において移動元スライド操作が行われた旨の通知、
当該通知が送信された時刻、若しくは移動元スライド操作が行われた時刻を受信し、通知
が送信された時刻、通知が受信された時刻、または移動元スライド操作が行われた時刻の
いずれかを基準時として所定時間内に、移動先スライド操作が行われると、タッチパネル
においてデータのスライド表示を行い、所定時間内に、移動先スライド操作が行われない
と、タッチパネルにおいてデータのスライド表示を行うことなく、データは削除される。
これにより、直感的な操作を実現するために、データの先送り処理をした場合において、
データの送信操作が実行されなかった場合の、問題を解消することができる。すなわち、
ユーザは、選択操作はしたが、結局スライド操作をせずに、データを送る操作をしなかっ
た場合でも、データは移動先携帯端末に送信されてしまうという問題があったが、基準時
から所定時間内でデータは削除されることになり、結果的に移動先携帯端末にはデータは
送信されないことになる。
【００１９】
　また、本発明の携帯端末は、所定の条件の下において、前記タッチパネルにおいて、予
め用意されたダミーデータがスライド表示されることが好ましい。
【００２０】
　この発明によれば、所定の条件の下において、例えばダミーデータがスライド表示され
たことの通知があった場合や、スライド表示の対象となるデータの受信が完了していない
場合には、タッチパネルにおいて、予め用意されたダミーデータがスライド表示される。
よって、データの送信が完了できないようなデータについても、直感的な操作を可能にす
る。
【００２１】
　また、本発明の携帯端末は、位置情報を測位する移動先測位手段をさらに備え、前記受
信手段は、ネットワーク上に配置されている中継サーバを介して、通信相手からデータを
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受信し、当該受信に先立って、前記中継サーバに対して、スライド表示をさせるための機
能を起動したことを示す起動情報および前記移動先測位手段により測位された位置情報を
通知することが好ましい。
【００２２】
　この発明によれば、ネットワーク上に配置されている中継サーバを介して、通信相手に
データを受信し、当該受信に先立って、中継サーバに対して、スライド表示をさせるため
の機能を起動したことを示す起動情報および測位された位置情報を通知することで、中継
サーバにおいて、データの送信処理を実行しようとする移動先および移動元の携帯端末の
組み合わせを特定することができる。
【００２３】
　また、本発明のデータ送信システムは、移動元携帯端末と、移動先携帯端末と、中継サ
ーバとからなるデータ送信システムにおいて、前記移動元携帯端末は、位置情報を測位す
る移動元測位手段と、予め定められたデータ送信機能を起動する移動元起動手段と、前記
移動元測位手段により測位された位置情報、前記移動元起動手段によりデータ送信機能が
起動された旨を示す起動情報を、前記中継サーバに通知する移動元通知手段と、データの
表示を行うとともに、ユーザからの操作を受け付ける移動元タッチパネルと、前記移動元
タッチパネルにおいて表示されているデータを選択する選択手段と、前記選択手段により
選択されたデータを前記中継サーバに送信する送信手段と、前記選択手段により選択され
たデータの前記移動元タッチパネルにおける表示範囲のうち、任意の位置から当該タッチ
パネルの外端部に向けた移動元スライド操作を前記移動元タッチパネルにおいて検出する
検出手段と、前記検出手段により当該移動元スライド操作を検出すると、当該移動元スラ
イド操作に従った外端部方向に向けて前記データをスライド表示させるように、前記移動
元タッチパネルを制御する表示制御手段と、を備え、前記移動先携帯端末は、位置情報を
測位する移動先測位手段と、予め定められたデータ送信機能を起動する移動先起動手段と
、前記移動先測位手段により測位された位置情報および前記移動先起動手段によりデータ
送信機能が起動された旨を示す起動情報を、前記中継サーバに通知する移動先通知手段と
、前記移動元携帯端末からデータを受信する受信手段と、前記受信手段により受信された
データを記憶する記憶手段と、データの表示を行うとともに、ユーザからの操作を受け付
ける移動先タッチパネルと、前記移動先タッチパネルにおいて、当該移動先タッチパネル
の外端部から内側に向けた移動先スライド操作を検出する移動先検出手段と、前記移動先
検出手段により当該移動先スライド操作を検出すると、前記記憶手段に記憶されているデ
ータを、前記移動先スライド操作に従った外端部から内側に向けた方向にスライド表示さ
せるように、前記タッチパネルを制御する移動先表示制御手段と、を備え、前記中継サー
バは、前記移動元携帯端末の識別情報、位置情報および起動情報、前記移動先携帯端末の
識別情報、位置情報、および起動情報を受信する受信手段と、前記受信手段により受信さ
れた各位置情報、起動情報および起動情報に基づいて、前記移動元携帯端末および前記移
動先携帯端末の組み合わせを特定する特定手段と、前記移動元携帯端末からデータを受信
すると、前記特定手段により組み合わせが特定された移動先携帯端末に対してデータを転
送する中継手段と、を備えている。
【００２４】
　この発明によれば、移動元携帯端末および移動先携帯端末のそれぞれが、位置情報およ
びデータ送信機能が起動された旨を示す起動情報を中継サーバに通知し、中継サーバにお
いては、これら情報に基づいて、携帯端末の組み合わせを特定することができる。よって
、簡単な操作で移動元携帯端末および移動先携帯端末の組み合わせを決定することができ
るとともに、直感的な操作をもってデータの送信処理を行うことができる。
【００２５】
　また、本発明は、方法の発明として捉えることもできる。その作用効果は、携帯端末お
よびデータ送信システムと同じである。すなわち、本発明のデータ送信方法は、データの
表示を行うとともに、ユーザからの操作を受け付ける移動元タッチパネルを有する移動元
携帯端末、およびデータの表示を行うとともに、ユーザからの操作を受け付ける移動先タ
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ッチパネルを有する移動先携帯端末を利用したデータ送信方法において、前記移動元タッ
チパネルにおいて表示されているデータを選択する選択ステップと、前記選択ステップに
より選択されたデータを通信相手に送信する送信ステップと、前記選択ステップにより選
択されたデータの前記移動元タッチパネルにおける表示範囲のうち、任意の位置から当該
タッチパネルの外端部に向けた移動元スライド操作を前記移動元タッチパネルにおいて検
出する検出ステップと、前記検出ステップにより当該移動元スライド操作を検出すると、
当該移動元スライド操作に従った外端部方向に向けて前記データをスライド表示させるよ
うに、前記移動元タッチパネルを制御する移動元表示制御ステップと、を備え、移動元携
帯端末からデータを受信する受信ステップと、前記受信ステップにより受信されたデータ
を記憶手段に記憶する記憶ステップと、データの表示を行うとともに、ユーザからの操作
を受け付ける移動先タッチパネルと、前記移動先タッチパネルにおいて、当該移動先タッ
チパネルの外端部から内側に向けた移動先スライド操作を検出する移動先検出ステップと
、前記移動先検出ステップにより当該移動先スライド操作を検出すると、前記記憶手段に
記憶されているデータを、前記移動先スライド操作に従った外端部から内側に向けた方向
にスライド表示させるように、前記タッチパネルを制御する移動先表示制御ステップと、
を備え、前記送信ステップは、前記移動元表示制御ステップによる前記データのスライド
表示を行う前に、前記データの送信を完了していることを特徴とする。
【００２６】
　また、本発明のデータ送信方法は、データの表示を行うとともに、ユーザからの操作を
受け付ける移動元タッチパネルを有する移動元携帯端末と、データの表示を行うとともに
、ユーザからの操作を受け付ける移動元タッチパネルを有する移動先携帯端末と、中継サ
ーバとからなるデータ送信システムのデータ送信方法において、前記移動元携帯端末は、
位置情報を測位する移動元測位ステップと、予め定められたデータ送信機能を起動する移
動元起動ステップと、前記移動元測位ステップにより測位された位置情報および前記移動
元起動ステップによりデータ送信機能が起動された旨を、前記中継サーバに通知する移動
元通知ステップと、前記移動元タッチパネルにおいて表示されているデータを選択する選
択ステップと、前記選択ステップにより選択されたデータを前記中継サーバに送信する送
信ステップと、前記選択ステップにより選択されたデータの前記移動元タッチパネルにお
ける表示範囲のうち、任意の位置から当該タッチパネルの外端部に向けた移動元スライド
操作を前記移動元タッチパネルにおいて検出する移動元検出ステップと、前記検出ステッ
プにより当該移動元スライド操作を検出すると、当該移動元スライド操作に従った外端部
方向に向けて前記データをスライド表示させるように、前記移動元タッチパネルを制御す
る移動元表示制御ステップと、を備え、前記移動先携帯端末は、位置情報を測位する移動
先測位ステップと、予め定められたデータ送信機能を起動する移動先起動ステップと、前
記移動先測位ステップにより測位された位置情報および前記移動先起動ステップによりデ
ータ送信機能が起動された旨を示す起動情報、前記中継サーバに通知する移動先通知ステ
ップと、前記移動元携帯端末からデータを受信する受信ステップと、前記受信ステップに
より受信されたデータを記憶手段に記憶する記憶ステップと、前記移動先タッチパネルに
おいて、当該移動先タッチパネルの外端部から内側に向けた移動先スライド操作を検出す
る移動先検出ステップと、前記移動先検出ステップにより当該移動先スライド操作を検出
すると、前記記憶手段に記憶されているデータを、前記移動先スライド操作に従った外端
部から内側に向けた方向にスライド表示させるように、前記タッチパネルを制御する移動
先表示制御ステップと、を備え、前記中継サーバは、前記移動元携帯端末の識別情報、位
置情報および起動情報、前記移動先携帯端末の識別情報、位置情報および起動情報を受信
する受信ステップと、前記受信ステップにより受信された各位置情報および起動情報に基
づいて、前記移動元携帯端末および前記移動先携帯端末の組み合わせを特定する特定ステ
ップと、前記移動元携帯端末からデータを受信すると、前記特定ステップにより組み合わ
せが特定された移動先携帯端末に対してデータを転送する中継ステップと、を備えている
。
【発明の効果】
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【００２７】
　本発明によれば、直感的な操作で、データを移動元から移動先に送信することができ、
事前に移動先にデータを送信しているため、移動先においてもデータのスライド表示を行
うことができ、ユーザは直感的な操作を実感することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本実施形態の携帯端末１００ａおよび携帯端末１００ｂを用いたシステム構成を
示すシステム構成図である。
【図２】、携帯端末１００ａの機能構成を示すブロック図である。
【図３】携帯端末１００ａのハードウェア構成図である。
【図４】この携帯端末１００ｂの機能構成を示すブロック図である。
【図５】本実施形態において構成されたデータ送信システム（携帯端末１００ａおよび携
帯端末１００ｂ）の処理を示すフローチャートである。
【図６】本実施形態の変形例における携帯端末１００ａおよび携帯端末１００ｂのデータ
送信のフローチャートを示す。
【図７】携帯端末１００ａと携帯端末１００ｂとを横に並べたときの操作の具体例を示す
説明図である。
【図８】携帯端末１００ａと携帯端末１００ｂとを縦に並べたときの操作の具体例を示す
説明図である。
【図９】移動先となる携帯端末が２台あった場合における具体例を示す説明図である。
【図１０】第二の実施形態のデータ送信システムのシステム構成図である。
【図１１】携帯端末１００ｄの機能構成を示すブロック図である。
【図１２】携帯端末１００ｅの機能構成を示すブロック図である。
【図１３】中継サーバ２００の機能構成を示すブロック図である。
【図１４】管理テーブル２０３の具体例を示す説明図である。
【図１５】本実施形態のデータ送信システムの処理を示すフローチャートである。
【図１６】本実施形態の変形例における処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　添付図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。可能な場合には、同一の部分に
は同一の符号を付して、重複する説明を省略する。
【００３０】
　＜第一の実施形態＞
　図１は、本実施形態の携帯端末１００ａおよび携帯端末１００ｂを用いたシステム構成
を示すシステム構成図である。図１に示されるとおり、携帯端末１００ａがデータの移動
元の携帯端末となり、携帯端末１００ｂがデータの移動先の携帯端末となる。そして、携
帯端末１００ａから携帯端末１００ｂに対して、選択されたデータが送信される。なお、
以降、データの移動とは、移動元からデータを削除して送信するもののほか、データのコ
ピー等、単に移動元からデータを削除することなく、移動先に送信することを含むものと
する。
【００３１】
　この携帯端末１００ａおよび携帯端末１００ｂについて説明する。図２は、携帯端末１
００ａの機能構成を示すブロック図である。この携帯端末１００ａは、タッチパネル１０
１ａ、アプリケーション１０２ａ、近距離無線通信部１０７ａ（送信手段）、および記憶
部１０８ａを含んで構成されている。さらにこのアプリケーション１０２ａは、選択部１
０３ａ（選択手段）、検出部１０４ａ（検出手段）、および表示制御部１０５ａ（表示制
御手段）を含んで構成されている。このアプリケーション１０２ａは、データ送信機能を
実行するためのものである。
【００３２】
　このように構成された携帯端末１００ａは、図３に示されるハードウェアにより構成さ



(11) JP 2012-212402 A 2012.11.1

10

20

30

40

50

れる。図３は、携帯端末１００ａのハードウェア構成図である。図２に示される携帯端末
１００ａは、物理的には、図３に示すように、ＣＰＵ１１、主記憶装置であるＲＡＭ１２
及びＲＯＭ１３、入力デバイスでありディスプレイであるタッチパネル１０１ａ、ネット
ワークカード等のデータ送受信デバイスである通信モジュール１６、半導体メモリ等の補
助記憶装置１７などを含むコンピュータシステムとして構成されている。図２において説
明した各機能は、図３に示すＣＰＵ１１、ＲＡＭ１２等のハードウェア上に所定のコンピ
ュータソフトウェアを読み込ませることにより、ＣＰＵ１１の制御のもとでタッチパネル
１０１ａ、通信モジュール１６を動作させるとともに、ＲＡＭ１２や補助記憶装置１７に
おけるデータの読み出し及び書き込みを行うことで実現される。以下、図２に示す機能ブ
ロックに基づいて、各機能ブロックを説明する。
【００３３】
　タッチパネル１０１ａは、ユーザからのパネルに対するタッチ操作を受け付け、その座
標情報を入力する入力手段として機能するとともに、アイコンや写真などのデータを表示
する表示手段として機能する部分である。本実施形態においては、タッチパネル１０１ａ
は、表示されているアイコンや写真などのデータに対して、ユーザから指等によるタッチ
を受け付け、タッチされた状態でスライド操作を受け付けると、当該データを移動し、そ
のスライド操作に従った方向にスライド表示する。
【００３４】
　アプリケーション１０２ａは、データを転送するためのデータ送信アプリケーションで
あり、ユーザにより選択されたデータを、通信相手に対して送信するとともに、タッチパ
ネル１０１ａにおいてスライド操作（またはドラッグ操作とも言う）された方向に従って
、タッチパネル１０１ａにおいてデータをスライド表示させるものである。このアプリケ
ーション１０２ａが起動されると、外部装置を探索するために、近距離無線通信部１０７
ａによる探索処理が行われ、外部装置である携帯端末１００ｂが探索される。以下、アプ
リケーション１０２ａを構成する各構成要素について説明する。
【００３５】
　選択部１０３ａは、タッチパネル１０１ａにおいて表示されているデータを、当該タッ
チパネル１０１ａにおいてユーザによりタッチ操作されたことが検出されたことにより選
択する部分である。選択部１０３ａにおいて選択されたデータは、近距離無線通信部１０
７ａにより外部装置（本実施形態では携帯端末１００ｂ）に送信される。なお、移動先に
おいてデータを特定しやすいようにデータの識別情報を付与して送信してもよい。
【００３６】
　検出部１０４ａは、タッチパネル１０１ａにおいて、ユーザにより操作された操作内容
を検出する部分であり、例えば、ユーザが、選択部１０３ａにより選択されたデータをス
ライド操作したか否か、かつそのスライド操作した方向は、タッチパネル１０１ａの内側
から外縁方向に向けた方向であるか否かを判断する部分である。具体的には、検出部１０
４ａは、タッチパネル１０１ａにおけるタッチされた座標に基づいてその方向を判断する
ことができる。
【００３７】
　表示制御部１０５ａは、検出部１０４ａにおいて検出されたスライド操作に従った方向
に、データをスライド表示するようタッチパネル１０１ａにおける表示を制御する部分で
ある。
【００３８】
　近距離無線通信部１０７ａは、アプリケーション１０２ａが起動したときに、周囲にい
る外部装置である携帯端末１００ｂを探索し、通信接続するとともに、検出部１０４ａに
おける検出処理に先立って、選択部１０３ａにおいて選択されたデータを送信する部分で
ある。例えば、ブルートゥースなどの近距離無線通信を実行するものである。また、検出
部１０４ａにおいて、タッチパネル１０１ａに対してスライド操作をしたことを検出した
場合には、その検出したスライド操作時刻を、近距離無線通信部１０７ａは、携帯端末１
００ｂに送信するようにしてもよい。
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【００３９】
　なお、データを送信する際に、携帯端末１００ｂにおいて、データのスライド操作を検
出するための基準時となる、携帯端末１００ａにおいてデータを選択した選択時刻や、デ
ータを送信した送信時刻などを含めるようにしてもよい。
【００４０】
　記憶部１０８ａは、写真データなどの各種データを記憶する部分である。この記憶部１
０８ａに記憶されているデータは、タッチパネル１０１ａに表示され、ユーザにより選択
可能な状態に表示される。なお、この記憶部１０８ａは、送信対象となるデータが所定サ
イズ以上である場合に用いられる、スライド表示のためのダミーデータを記憶するように
構成されてもよい。
【００４１】
　このように構成された携帯端末１００ａにおいて、タッチパネル１０１ａに写真データ
などのデータが表示され、ユーザのタッチ操作に従って、選択部１０３ａにより一のデー
タが選択される。そして、選択部１０３ａにおいて選択されたデータは、ユーザによるス
ライド操作が検出部１０４ａにより検出されることに先だって、近距離無線通信部１０７
ａにより携帯端末１００ｂに送信される。そして、送信後若しくは送信処理に並行してユ
ーザによりスライド操作が行われると、そのスライド操作の方向に表示制御部１０５ａは
データのスライド表示を行うことができる。
【００４２】
　つぎに、データの移動先となる携帯端末１００ｂについて説明する。図４は、この携帯
端末１００ｂの機能構成を示すブロック図である。図４に示されるように携帯端末１００
ｂは、タッチパネル１０１ｂ（移動先タッチパネル）、アプリケーション１０２ｂ、近距
離無線通信部１０７ｂ（受信手段）、および記憶部１０８ｂ(記憶手段)を含んで構成され
ている。さらにこのアプリケーション１０２ｂは、検出部１０４ａ（移動先検出手段）、
表示制御部１０５ａ（移動先表示制御手段）、および削除部１０６ｂ（削除手段）を含ん
で構成されている。このアプリケーション１０２ｂは、データ送信機能を実行するための
ものである。なお、データの移動元となる携帯端末１００ａとそのハードウェア構成は同
じであり、例えば、図３に示されたハードウェア構成をとるものである。
【００４３】
　タッチパネル１０１ｂはユーザからのパネルに対するタッチ操作を受け付け、その座標
情報を入力する入力手段として機能するとともに、データを表示する表示手段として機能
する部分である。
【００４４】
　アプリケーション１０２ｂは、写真データなどのデータを転送するためのデータ送信ア
プリケーションであり、携帯端末１００ａのユーザにより選択され、送信されたデータを
、受信するとともに、スライド表示させる制御を行うものである。以下、アプリケーショ
ン１０２ｂを構成する各構成要素について説明する。
【００４５】
　検出部１０４ｂは、タッチパネル１０１ｂにおいて、ユーザにより操作された操作内容
を検出する部分であり、例えば、ユーザが、近距離無線通信部１０７ｂにおいてデータを
受信し、その後、スライド操作をしたスライド操作時刻を受信した後、タッチパネル１０
１ｂに対してスライド操作したか否か、かつそのスライド操作した方向は、タッチパネル
１０１ａの外縁部分から内側へ向けた方向であるか否かを判断する部分である。さらに、
検出部１０４ｂは、当該スライド操作が、携帯端末１００ａにおいてスライド操作したス
ライド操作時刻を基準時として、所定時間以内に行われたか否かを判断する。なお、スラ
イド操作時刻に基づいた判断に限るものではなく、データの受信後所定時間内、若しくは
、携帯端末１００ａにおいてデータ選択若しくはデータ送信した時点を基準時として所定
時間内に行われたか、否かを判断するようにしてもよい。
【００４６】
　なお、この所定時間は、ユーザが携帯端末１００ａと携帯端末１００ｂとを、タッチパ
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ネル１０１ａおよび１０１ｂを上面にして並べて、携帯端末１００ａから携帯端末１００
ｂに対してスライド操作（ドラッグ操作）するのに必要な時間であればよく、０．５秒か
ら１秒程度の時間である。また、この時間は設定値であり、端末の大きさなどに応じて、
適切な時間を設定することが好ましい。
【００４７】
　表示制御部１０５ｂは、近距離無線通信部１０７ｂにおいて受信され、すでに記憶部１
０８ｂに記憶されているデータを、検出部１０４ｂにおいて検出されたスライド操作の方
向に従って、タッチパネル１０１ｂにおいてスライド表示させる部分である。表示制御部
１０５ｂは、記憶部１０８ｂからデータを取得し、表示処理を行う。なお、この記憶部１
０８ｂには、移動元の携帯端末１００ａにおいて選択されたデータが一つだけ記憶されて
いるように構成されている。
【００４８】
　削除部１０６ｂは、検出部１０４ｂにおいて、基準時から所定時間内にスライド操作を
検出できなかった場合に、対応するデータを記憶部１０８ｂから削除する部分である。す
なわち、記憶部１０８ｂにおいては、データとともに、上述した基準時を示す時刻が記憶
されており、削除部１０６ｂが、その時刻が所定時間を超えていると判断した場合に、デ
ータを記憶部１０８ｂから削除する。
【００４９】
　記憶部１０８ｂは、写真データなどの各種データを記憶する部分であり、近距離無線通
信部１０７ｂにより受信されたデータを、そのスライド操作時刻等の基準時を示す時刻情
報と対応付けて一時記憶する部分である。この記憶部１０８ａに記憶されているデータは
、ユーザによるスライド操作時に、タッチパネル１０１ｂにスライド表示される。なお、
この記憶部１０８ａは、一のデータのみを記憶することで、表示制御部１０５ｂは、タッ
チパネル１０１ｂにおいてスライド表示されるときに用いられるデータを必然的に一つの
決定することができる。
【００５０】
　なお、送信対象となるデータが所定サイズ以上である場合に用いられる、スライド表示
のためのダミーデータを記憶するように構成されてもよいが、スライド表示対象となるデ
ータと区別して記憶する必要がある。
【００５１】
　近距離無線通信部１０７ｂは、近距離無線通信部１０７ａと同等の機能を有するもので
あって、携帯端末１００ａから送信されたデータ、スライド操作をした旨などの各種情報
を、ブルートゥースを利用して受信し、記憶部１０８ｂに記憶する。
【００５２】
　このようにして、携帯端末１００ｂは、まず携帯端末１００ａにおいて選択されたデー
タを受信し、一旦記憶部１０８ｂに記憶しておき、その後、検出部１０４ｂにおいてタッ
チパネル１０１ｂにおいて、基準時から所定時間内にスライド操作がされたことを検出す
ると、対応するデータをタッチパネル１０１ｂにスライド表示させることができる。これ
により、直感的な操作によってデータを移動させることができるとともに、データの移動
を直感的に把握することができる。
【００５３】
　なお、上述携帯端末１００ａは、識別情報の通知を行い、携帯端末１００ｂにおいては
、その識別情報を受信して、記憶し、移動対象となるデータの識別情報を共有するように
してもよい。そうすることにより、複数のデータを扱うことを可能にする。
【００５４】
　つぎに、このように構成された携帯端末１００ａおよび携帯端末１００ｂの処理につい
て説明する。図５は、本実施形態において構成されたデータ送信システム（携帯端末１０
０ａおよび携帯端末１００ｂ）の処理を示すフローチャートである。
【００５５】
　まず、携帯端末１００ａおよび携帯端末１００ｂにおいて、それぞれアプリケーション
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１０２ａおよびアプリケーション１０２ｂがユーザ操作により起動される（Ｓ１０１）。
そして、これらアプリケーション１０２ａおよびアプリケーション１０２ｂが起動される
と、近距離無線通信部１０７ａおよび近距離無線通信部１０７ｂによるブルートゥースに
よる接続処理が行われる（Ｓ１０２）。この接続処理では、データの移動元である携帯端
末１００ａが、周囲にいる携帯端末１００ｂを探索し、通信相手として選択をする（Ｓ１
０３）。この選択処理はユーザによる操作により行われてもよいし、探索した全てのユー
ザを選択してもよし、所定の条件（例えば、電話帳に登録されている端末など）に基づい
て自動的に行われてもよい。
【００５６】
　そして、ブルートゥースの通信接続が完了すると（Ｓ１０４）、タッチパネル１０１ａ
において記憶部１０８ａに記憶されているデータの一覧（または、サムネイル形式若しく
は、選択可能に切り替えられるもの）が表示される（Ｓ１０５）。そして、ユーザはその
一覧をみながら、タッチパネル１０１ａを介して選択操作を行い、選択部１０３ａにより
選択が行われる（Ｓ１０６）。選択部１０３ａによる選択後、近距離無線通信部１０７ａ
により、Ｓ１０３において選択された通信相手（ここでは携帯端末１００ｂ）にデータが
送信される（Ｓ１０７）。なお、送信されるデータには、後述するスライド時刻に代えて
、携帯端末１００ｂにおいてスライド操作を検出するための基準時となる、データを選択
した時刻や、データを送信した時刻などを含めるようにしてもよい。
【００５７】
　携帯端末１００ｂにおいて、近距離無線通信部１０７ｂによりデータが受信され（Ｓ１
０８）、記憶部１０８ｂに一旦データは記憶される（Ｓ１０９）。
【００５８】
　一方、携帯端末１００ａにおいて、選択されたデータの送信後、タッチパネル１０１ａ
において、選択対象となるデータが表示されている範囲からタッチパネル１０１ａの外縁
部に向けたスライド操作の有無が判断され、そのスライド操作の方向に応じたスライド表
示が表示制御部１０５ａにより行われるとともに、スライド操作をしたスライド操作時刻
が携帯端末１００ｂに送信される（Ｓ１１０）。
【００５９】
　携帯端末１００ｂにおいて、タッチパネル１０１ｂにおいて、その外縁部から内側に向
けたスライド操作の有無が判断される（Ｓ１１１）。そして、当該スライド操作が、携帯
端末１００ａにおけるスライド操作を行ったスライド操作時刻（基準時）から所定時間以
内であるか否かが、検出部１０４ｂにおいて判断される（Ｓ１１２）。そして、所定時間
以内であると判断される場合には、記憶部１０８ｂからデータが読み出され、表示制御部
１０５ｂによりタッチパネル１０１ｂにおいてデータはスライド表示されるとともに、記
憶部１０８ｂにおいてデータは記憶された状態が維持される（Ｓ１１３）。なお、記憶部
１０８ｂには、データが一つしかないため、データを特定する必要はない。すなわち、ス
ライド操作を検出した時点で、上述の基準時の判断処理を行った後に、唯一記憶されてい
る一のデータを読み出せばよいのである。
【００６０】
　また、基準時から所定時間以内にスライド操作はないと、検出部１０４ｂにおいて判断
されると（Ｓ１１２：ＮＯ、Ｓ１１１：ＮＯ）、削除部１０６ｂにより、該当するデータ
は記憶部１０８ｂから削除される（Ｓ１１４）。
【００６１】
　このようにして、ユーザは、移動したデータをスライド操作することにより、データの
移動を実行するとともに、その移動の状態を直感的に理解できる状態で表示させることが
できる。
【００６２】
　つぎに、本実施形態の変形例について説明する。この変形例においては、移動しようと
するデータが大容量であって、スライド操作をしている間に、データの送信が完了しない
場合には、実際に送信対象となるデータを表示するのではなく、ダミーデータを表示しよ



(15) JP 2012-212402 A 2012.11.1

10

20

30

40

50

うとするものである。このダミーデータの表示形態には特に規定はないが、送信対象とな
るデータを模したものがよい。例えば写真データであれば、写真データであることが分か
るようなデータがよい。図６は、本実施形態の変形例における携帯端末１００ａおよび携
帯端末１００ｂのデータ送信のフローチャートを示す。
【００６３】
　Ｓ１０１からＳ１０８までは、図５に示される処理と同じである。そして、近距離無線
通信部１０７ａにより選択されたデータが送信されると、その送信されたデータのサイズ
が所定サイズ以下であるか否かが、表示制御部１０５ａにより判断される（Ｓ１０７ａ）
。そして、所定サイズ以下ではない場合には、表示制御部１０５ａにより記憶部１０８ａ
に記憶されているダミーデータが取得される。ユーザによりスライド操作が行われると、
表示制御部１０５ａにより、ダミーデータは、そのスライド方向に従ってスライド表示さ
れるとともに、スライド操作をしたスライド操作時刻が携帯端末１００ｅに送信される（
Ｓ１１０）。また、所定サイズ以下である場合には、検出部１０４ａによりスライド操作
が検出されると、表示制御部１０５ａにより、選択されたデータのスライド表示が行われ
る。
【００６４】
　携帯端末１００ｂにおいて、タッチパネル１０１ｂに対して、その外縁部から内側に向
けたスライド操作の有無が検出部１０４ｂにより、判断される（Ｓ１１１）。そして、当
該スライド操作が、携帯端末１００ａにおけるスライド操作の基準時から所定時間以内で
あるか否かが、検出部１０４ｂにおいて判断される（Ｓ１１２）。そして、所定時間以内
であると判断される場合には、表示制御部１０５ｂによりタッチパネル１０１ｂにおいて
ダミーデータが記憶部１０８ｂから取得され、表示制御部１０５ｂにより、ダミーデータ
はスライド表示されるとともに、記憶部１０８ｂにおいてデータは記憶された状態が維持
される（Ｓ１１３）。なお、ダミーデータを利用するか否かは、記憶部１０８ｂにおいて
記憶されているデータが所定サイズ以上である場合、若しくはデータの受信（若しくは記
憶）が完了していない場合には、ダミーデータを利用するものと判断する。
【００６５】
　また、基準時から所定時間以内にスライド操作がなかった場合には（Ｓ１１２：ＮＯ、
Ｓ１１１：ＮＯ）、検出部１０４ｂにおいて判断されると、削除部１０６ｂにより、該当
するデータは記憶部１０８ｂから削除される（Ｓ１１４）。
【００６６】
　このようにして、データサイズが所定サイズ以上である場合には、近距離無線通信によ
るデータ送信が完了しない場合が想定される。そのため、移動先となる携帯端末１００ｂ
において、スライド表示させるデータがない場合があるため、ダミーデータを用いること
で、直感的なデータの移動を可能にするものである。なお、移動先と、移動元において、
データの視覚的形態が異なると直感的な操作を担保できないため、移動元においてもダミ
ーデータを用いることが好ましい。
【００６７】
　なお、通常、ブルートゥースの最大速度は３Ｍｂｐｓであり、３ＭＢのファイルを８秒
で送信することができる。よって、ここでの所定サイズは、２秒程度で送信が完了できる
時間のサイズを設定しておくことが好ましいが、当然これに限定されるものではない。
【００６８】
　本実施形態の携帯端末１００ａおよび携帯端末１００ｂによる操作の具体例について説
明する。図７および図８は、操作を示す具体例を示す説明図であり、図７は、携帯端末１
００ａと携帯端末１００ｂとを横に並べたときの操作の具体例を示し、図８は、携帯端末
１００ａと携帯端末１００ｂとを縦に並べたときの操作の具体例を示す。
【００６９】
　図７（ａ）に示されるとおり、携帯端末１００ａには、データＤ１が表示されている。
このデータＤ１は、記憶部１０８ａに記憶されているデータである。これをユーザはタッ
チ（選択）し、右方向にスライド操作することにより、データＤ１は、スライド表示され
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る（図７（ｂ））。タッチパネル１０１ａからはみ出したデータＤ１については表示され
ない。
【００７０】
　一方、図７（ｂ）に示されるとおり、携帯端末１００ｂにおいては、ユーザの指がタッ
チパネル１０１ｂに接触して、スライド操作されたことが検出されると、記憶部１０８ｂ
からデータＤ２が読み出され、そのユーザのスライド操作に応じてスライド表示される。
上述したとおり、記憶部１０８ｂには、データＤ２のみが記憶されているためそのデータ
のみを取り出せばよい。
【００７１】
　そして、図７（ｃ）に示されるとおり、携帯端末１００ｂにおいて、スライド操作が完
了して、タッチパネル１０１ｂのほぼ中央にデータＤ２が表示される。
【００７２】
　このようにして、ユーザは指をタッチパネル１０１ａおよびタッチパネル１０１ｂに対
して、表示されているデータをタッチして、データを特定し、そしてスライド操作するこ
とにより、直感的なデータの移動を行うことができる。
【００７３】
　なお、携帯端末１００ａおよび携帯端末１００ｂの向きをそろえてスライド操作および
スライド表示させる場合には、データの表示向きを加工する必要はないが、互いに逆方向
を向いている場合には、そのスライド表示されるデータの向きを加工することが好ましい
。例えば、データが携帯端末１００ａの右側に向けてスライド表示される場合には、右側
にスライドしている旨を、事前に（例えばスライド操作した時点）携帯端末１００ｂに通
知しておき、携帯端末１００ｂにおいては、左右いずれの方向からスライド操作がなされ
たかを判断することにより、データの表示向きを加工する。
【００７４】
　例えば、携帯端末１００ａにおいて右側に向けたスライド操作をされたことの通知を受
け、その後、携帯端末１００ｂにおいて左側からスライド操作を検出すると、表示制御部
１０５ｂは、そのままデータの表示向きを変えることなく、表示する。逆に、所定時間内
に右側からスライド操作を受けたと判断した場合には、表示制御部１０５ｂは、携帯端末
同士は互いに逆方向を向いていると判断して、携帯端末１００ｂにおいて表示されるデー
タを、上下を反対に（すなわち１８０度回転）して、表示させる。これにより、より直感
的な操作を実感することができる。後述する図８等においても、同様に、携帯端末１００
ａにおけるスライド方向と、携帯端末１００ｂにおけるスライド方向に基づいて、携帯端
末１００ｂにおけるデータの表示向きを変えるようにする。
【００７５】
　図８（ａ）から（ｃ）についても、同様であり、ユーザがデータＤ１についてスライド
操作させることにより、携帯端末１００ａにおいては縦方向にデータＤ１がスライド表示
され、携帯端末１００ｂにおいては、ユーザのスライド操作（タッチ位置）にしたがって
データＤ２が下からスライド表示される。
【００７６】
　なお、データが携帯端末１００ａおよび携帯端末１００ｂを跨いでいるとき、すなわち
、両端末にその一部（データＤ１およびデータＤ２のそれぞれの一部）が表示されている
とき、データＤ１とデータＤ２とが結合されて、一枚のデータとして視認できることが望
ましい。
【００７７】
　そのために、携帯端末１００ａは、スライド操作の対象となるデータＤ１に対して、ス
ライド操作をするためにタッチした位置（座標：スライド操作の始点）を、操作位置とし
て携帯端末１００ｂに、事前に通知しておく。例えば、スライド操作をした時点（図５に
おけるＳ１１０の時点）が好ましい。そして、携帯端末１００ｂにおいては、その操作位
置に基づいて、データＤ２をどの部分からスライド表示させるかを判断して、その操作位
置に応じたデータＤ２を加工し、若しくは表示制御を行い、スライド表示を行うる。これ
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により、データが携帯端末１００ａおよび携帯端末１００ｂを跨いでいるときにも、デー
タＤ１およびＤ２が結合されて、一つのデータとして視認することができる。
【００７８】
　また、移動先となる携帯端末が２台あった場合も同様の処理が可能となる。図９はその
具体例を示す説明図である。図９（ａ）に示されるとおり、移動元となる携帯端末１００
ａの縦方向に携帯端末１００ｃが配置され、右隣に携帯端末１００ｂが配置されている。
そして、データＤ１が送信対象として選択された場合、携帯端末１００ａは、携帯端末１
００ｂおよび携帯端末１００ｃに送信する。それぞれ携帯端末１００ｂおよび携帯端末１
００ｃは、データを一旦記憶する。なお、携帯端末１００ｃは、携帯端末１００ｂと同機
能を有するデータの移動先となる端末である。
【００７９】
　その後、図９（ｂ）に示されるとおり、携帯端末１００ａは、データＤ１を右方向にス
ライド操作を行い、スライド表示されつつ、携帯端末１００ｂでは、スライド操作のタッ
チを検出し、携帯端末１００ａにおけるスライド操作に引き続いて、携帯端末１００ｂに
おいてもスライド表示を行う。
【００８０】
　また、図９（ｃ）に示されるとおり、図９（ｂ）に示された携帯端末１００ｂに送信し
た後、携帯端末１００ａにおいて携帯端末１００ｃに向けてスライド操作を行うと、スラ
イド表示され、携帯端末１００ｃにおいて、携帯端末１００ｂに対してスライド操作をし
た時点から所定時間内に、スライド操作が検出されると、データは携帯端末１００ｃから
削除されることなく、スライド表示処理が行われる。
【００８１】
　また、一方で、図９（ｄ）に示されるとおり、携帯端末１００ｃにおいて、携帯端末１
００ｂに対してスライド操作をした時点から所定時間内に、スライド操作が検出されない
場合には、データは携帯端末１００ｃから削除される。
【００８２】
　このようにして、複数台移動先となる携帯端末があったとしても、適正にデータの移動
を行うことができる。なお、本実施形態では、移動と称しているが、携帯端末１００ａに
おいて、データを削除する必要はない。直感的にデータを指定して、移動させることがで
きれば、移動に限らず、コピーや、送信という処理としてもよい。
【００８３】
　つぎに、本実施形態の携帯端末１００ａおよび携帯端末１００ｂの作用効果について説
明する。
【００８４】
　本実施形態の携帯端末１００ａにおいて、選択部１０３ａは、移動元タッチパネルであ
るタッチパネル１０１ａにおいて表示されているデータをユーザの指示に基づいて選択し
、近距離無線通信部１０７ａは、選択されたデータを通信相手である携帯端末１００ｂに
送信する。その後、検出部１０４ａは、選択されたデータのタッチパネル１０１ａにおけ
る表示範囲のうち、任意の位置から当該タッチパネルの外端部に向けた移動元スライド操
作をタッチパネル１０１ａにおいて検出すると、表示制御部１０５ａは、当該移動元スラ
イド操作に従った外端部方向に向けてデータをスライド表示させるように、タッチパネル
１０１ａを制御する。これにより、直感的な操作で、データを移動元の携帯端末１００ａ
から移動先の携帯端末１００ｂに送信することができ、事前に移動先の携帯端末１００ｂ
にデータを送信しているため、移動先の携帯端末１００ｂにおいてもデータのスライド表
示を行うことができ、ユーザは直感的な操作を実感することができる。
【００８５】
　また、検出部１０４ａにおいて移動元スライド操作が検出されると、近距離無線通信部
１０７ａは、携帯端末１００ｂに携帯端末１００ａにおいてスライド操作したこと、また
は移動元においてスライド操作した時刻を通知することができる。すなわち、移動先の携
帯端末１００ｂにおいてデータ削除のための基準時となる時刻を通知することができる。



(18) JP 2012-212402 A 2012.11.1

10

20

30

40

50

【００８６】
　また、本実施形態の変形例における携帯端末１００ａにおいて、表示制御部１０５ａが
、送信しようとするデータのファイルサイズが所定値以上であると判断する場合には、タ
ッチパネル１０１ａにおいて、予め用意されたダミーデータをスライド表示させることで
、データの送信が完了できない場合にも、直感的な操作を実現することができる。
【００８７】
　また、本実施形態の携帯端末１００ｂにおいて、近距離無線通信部１０７ｂは、携帯端
末１００ａからデータを受信し、記憶部１０８ｂは、受信されたデータを記憶する。そし
て、タッチパネル１０１ｂにおいて、検出部１０４ｂは、当該タッチパネル１０１ｂの外
端部から内側に向けた移動先スライド操作を検出すると、表示制御部１０５ｂは、記憶部
１０８ｂに記憶されているデータを、移動先スライド操作に従った外端部から内側に向け
た方向にスライド表示させるように、タッチパネルを制御する。これにより、直感的な操
作で、データを移動元から受信することができ、事前に移動元からデータを受信している
ため、移動先においてもデータのスライド表示を行うことができ、ユーザは直感的な操作
を実感することができる。
【００８８】
　また、本実施形態の携帯端末１００ｂによれば、近距離無線通信部１０７ｂは、携帯端
末１００ｂにおいて移動元スライド操作が行われた旨の通知、当該通知が送信された時刻
、若しくは移動元スライド操作が行われた時刻を受信し、表示制御部１０５ｂが、通知が
送信された時刻、通知が受信された時刻、または移動元スライド操作が行われた時刻のい
ずれかを基準時として所定時間内に、移動先スライド操作が行われたことを判断すると、
タッチパネル１０１ｂにおいてデータのスライド表示を行い、所定時間内に、移動先スラ
イド操作が行われないと、削除部１０６ｂは、タッチパネル１０１ｂにおいてデータのス
ライド表示を行うことなく、記憶部１０８ｂからデータを削除する。これにより、直感的
な操作を実現するために、データの先送り処理をした場合において、データの送信操作が
実行されなかった場合の、問題を解消することができる。すなわち、ユーザは、選択操作
はしたが、結局スライド操作をせずに、データを送る操作をしなかった場合でも、データ
は移動先携帯端末に送信されてしまうという問題があったが、基準時から所定時間内でデ
ータは削除されることになり、結果的に移動先携帯端末にはデータは送信されないことに
なる。
【００８９】
　また、本実施形態の携帯端末１００ｂによれば、携帯端末１００ａにおいて、ダミーデ
ータがスライド表示されたことの通知があった場合や、スライド表示の対象となるデータ
の受信が完了していない場合などの、所定の条件下においては、タッチパネル１０１ｂに
おいて、記憶部１０８ｂにおいて予め記憶されたダミーデータがスライド表示される。よ
って、データの送信が完了できないようなデータについても、直感的な操作を可能にする
。
 
【００９０】
　＜第二の実施形態＞
　つぎに、第二の実施形態の携帯端末１００ｃおよび携帯端末１００ｄから構成されるデ
ータ送信システムについて説明する。図１０は、第二の実施形態のデータ送信システムの
システム構成図である。図１０に示されるとおり、データの移動元となる携帯端末１００
ｄ、データの移動先となる携帯端末１００ｅ、およびネットワークＮを介してデータを中
継する中継サーバ２００から構成されている。移動元の携帯端末１００ｄおよび移動先の
携帯端末１００ｅは、所定の操作を行うことで、中継サーバ２００においては、携帯端末
１００ｄおよび携帯端末１００ｅを対応付けて管理しておき、携帯端末１００ｄから受信
したデータを携帯端末１００ｅに中継転送することができる。
【００９１】
　このようなデータ送信システムにおける携帯端末１００ｄおよび携帯端末１００ｄの機
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能構成について説明する。図１１は、携帯端末１００ｄの機能構成を示すブロック図であ
る。図１１に示されるとおり、携帯端末１００ｄは、タッチパネル１０１ａ、アプリケー
ション１０２ａ（移動元起動手段）、通信部１０７ｄ（送信手段、移動元通知手段）、記
憶部１０８ａ、および位置測位部１０９ａ（移動元測位手段）を含んで構成されている。
さらにこのアプリケーション１０２ａは、選択部１０３ａ、検出部１０４ａ、および表示
制御部１０５ａを含んでおり、データ送信機能を実行するためのものである。この携帯端
末１００ｄは、図３に示されるハードウェア構成により実現されている。
【００９２】
　この携帯端末１００ｄは、近距離無線通信部１０７ａに代えて、通信部１０７ｄを備え
ており、さらに位置測位部１０９ａを備える点で、第一の実施形態における携帯端末１０
０ａと相違する。以下、この相違点について説明する。
【００９３】
　位置測位部１０９ａは、ＧＰＳ（Global Positioning System）や、基地局などを利用
して、端末の現在位置を測位する部分である。この位置測位部１０９ａは、アプリケーシ
ョン１０２ａが起動したときに、位置測位処理を行う。
【００９４】
　通信部１０７ｄは、中継サーバ２００と通信する部分であり、選択部１０３ａにおいて
選択されたデータを中継サーバ２００に送信して、記憶させる。また、このデータ送信処
理に先立って、通信部１０７ｄは、アプリケーション１０２ａが起動すると、位置測位部
１０９ａにおいて位置測位されて得られた位置情報を中継サーバ２００に送信する。
【００９５】
　このようにして構成された携帯端末１００ｄは、アプリケーション１０２ａが起動した
タイミングに合わせて、位置測位部１０９ａは位置測位して端末の現在の位置情報を取得
する。そして、通信部１０７ｄは、アプリケーション１０２ａが起動した旨を示す情報、
その時刻情報とともに、位置情報を中継サーバ２００に送信する。
【００９６】
　そして、ユーザ操作により写真データなどのデータが選択部１０３ａにおいて選択され
ると、通信部１０７ｄは、中継サーバ２００に送信する。その後、ユーザ操作によりスラ
イド操作が検出部１０４ａにおいて検出されると、タッチパネル１０１ａは、表示制御部
１０５ａの制御に従って、そのスライド操作に応じた方向にデータをスライド表示させる
。
【００９７】
　つぎに、携帯端末１００ｅについて説明する。図１２は、携帯端末１００ｅの機能構成
を示すブロック図である。図１２に示されるように、携帯端末１００ｅは、タッチパネル
１０１ｂ、アプリケーション１０２ｂ（移動先起動手段）、通信部１０７ｅ、記憶部１０
８ｂ、および位置測位部１０９ｂ（移動先位置測位手段）を含んで構成されている。さら
にこのアプリケーション１０２ｂは、検出部１０４ｂ、表示制御部１０５ｂ、および削除
部１０６ｂを含んでおり、データ送信機能を実行するためのものである。この携帯端末１
００ｅは、図３に示されるハードウェア構成により実現されている。
【００９８】
　この携帯端末１００ｅは、近距離無線通信部１０７ｂに代えて、通信部１０７ｅ（受信
手段、移動先通知手段）を備えており、さらに位置測位部１０９ｂ（移動先測位手段）を
備える点で、第一の実施形態における携帯端末１００ｂと相違する。以下、この相違点に
ついて説明する。
【００９９】
　位置測位部１０９ｂは、ＧＰＳ（Global Positioning System）や、基地局などを利用
して、端末の現在位置を測位する部分である。この位置測位部１０９ｂは、アプリケーシ
ョン１０２ｂが起動したときに、位置測位処理を行う。
【０１００】
　通信部１０７ｅは、中継サーバ２００と通信する部分であり、中継サーバ２００から通
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信部１０７ｅにおいて受信されたデータを受信して、記憶部１０８ｂに記憶させる。また
、このデータ受信処理に先立って、通信部１０７ｅは、アプリケーション１０２ｂが起動
すると、位置測位部１０９ｂにおいて位置測位されて得られた位置情報を中継サーバ２０
０に送信する。
【０１０１】
　このようにして構成された携帯端末１００ｅは、アプリケーション１０２ｂが起動した
タイミングに合わせて、位置測位部１０９ｂは位置測位して端末の現在の位置情報を取得
する。そして、通信部１０７ｅは、アプリケーション１０２ｂが起動した旨を示す情報、
その時刻情報とともに、位置情報を中継サーバ２００に送信する。
【０１０２】
　そして、携帯端末１００ａからデータが受信されると、記憶部１０８ｂが記憶し、その
後、タッチパネル１０１ｂにおいて、ユーザ操作によりスライド操作が検出部１０４ｂに
おいて検出されると、タッチパネル１０１ｂは、表示制御部１０５ｂの制御に従って、そ
のスライド操作に応じた方向にデータをスライド表示させる。また、データ受信後に、基
準時点から所定時間以内にスライド操作が検出部１０４ｂにおいて検出されない場合には
、記憶部１０８ｂからデータの削除が行われる。
【０１０３】
　つぎに、これら携帯端末１００ａおよび携帯端末１００ｂと通信して、その組み合わせ
を管理するとともに、データの受け渡しを行う中継サーバ２００について説明する。図１
３は、中継サーバ２００の機能構成を示すブロック図である。図１３に示されるように、
中継サーバ２００は、通信部２０１（受信手段、中継手段）、制御部２０２（特定手段）
、および管理テーブル２０３を含んで構成される。この中継サーバは、ＣＰＵ、ＲＡＭ、
ＲＯＭ等から構成されるコンピュータシステムから構成されているものであり、ＲＯＭ等
に記憶されているプログラムに従って制御部２０２および通信部２０１が動作するもので
ある。
【０１０４】
　通信部２０１は、携帯端末１００ｄおよび携帯端末１００ｅと通信接続する部分であり
、携帯端末１００ｄからは、選択されたデータ、アプリケーション１０２ｂが起動した時
刻情報、そのときの位置情報、アプリケーション１０２ｂが起動した旨を示す情報を受信
し、携帯端末１００ｅからは、アプリケーション１０２ｂが起動した時刻情報、そのとき
の位置情報、アプリケーション１０２ｂが起動した旨を示す情報を受信するとともに、携
帯端末１００ｅに対してデータの送信を行う部分である。
【０１０５】
　制御部２０２は、通信部２０１において受信された位置情報、アプリケーション１０２
ａおよびアプリケーション１０２ｂが、それぞれ起動した時刻、そのときの時刻情報、並
びに起動した旨を示す情報を、管理テーブル２０３に記憶するとともに、携帯端末同士の
組み合わせを決定する部分である。
【０１０６】
　管理テーブル２０３は、アプリケーションが起動したことを示す情報、時刻情報、およ
び位置情報を対応付けて記憶する部分であり、携帯端末１００ｄおよび携帯端末１００ｅ
の組み合わせを決定するための情報を記憶する部分である。なお、本実施形態においては
、時刻情報をそれぞれの携帯端末１００ｄおよび携帯端末１００ｅから受信して記憶して
いるが、それに限るものではなく、アプリケーションの起動情報を受信したときの時刻情
報を記憶するようにしてもよい。
【０１０７】
　図１４は、その具体例を示す説明図である。図１４に示されるとおり、アプリケーショ
ンが起動していることを示す情報、その時刻情報、および位置情報が対応付けて記憶され
ている。制御部２０２は、アプリケーションが起動していることを示す情報として、チェ
ック“○”が記述されており、時刻差が所定時間以内にあり、さらに位置情報がおおむね
一致若しくは、所定値以内である場合に、その携帯端末同士は、データ移動の処理を行う
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組み合わせであると判断できる。
【０１０８】
　このような中継サーバ２００は、携帯端末１００ｄおよび携帯端末１００ｅの組み合わ
せを適切に判断し、データの先送り処理を行うことができる。
【０１０９】
　つぎに、このように構成された携帯端末１００ｄ、携帯端末１００ｅおよび中継サーバ
２００からなるデータ送信システムの各処理について説明する。図１５は、データ送信シ
ステムの処理を示すフローチャートである。
【０１１０】
　まず、携帯端末１００ｄおよび携帯端末１００ｅにおいて、それぞれ、位置情報がオン
設定される（Ｓ２０１、Ｓ２０１ａ）。すなわち、ＧＰＳ機能がオン状態となる。そして
、アプリケーション１０２ａおよびアプリケーション１０２ｂが起動され、位置測位部１
０９ａおよび位置測位部１０９ｂにより、位置情報の取得処理が行われる。アプリケーシ
ョンが起動した旨、その時刻情報、および測位した位置情報（以下、これら情報を登録情
報と称する）が通信部１０７ｄおよび通信部１０７ｅにより、中継サーバ２００に送信さ
れる（Ｓ２０２、Ｓ２０２ａ）。
【０１１１】
　中継サーバ２００においては、携帯端末１００ｄおよび携帯端末１００ｅにおいてそれ
ぞれ送信された登録情報が、通信部２０１により受信され、管理テーブル２０３に記憶さ
れる。そして制御部２０２による判断に基づいて、携帯端末の組み合わせが決定される（
Ｓ２０３）。
【０１１２】
　そして、携帯端末１００ａにおいて、データ一覧がタッチパネル１０１ａに表示され（
Ｓ２０４）、ユーザ操作により一のデータが選択され、そのまま自動的にデータは中継サ
ーバ２００に送信される（Ｓ２０７）。中継サーバ２００の宛先は、アプリケーション１
０２ａに記憶されているものであり、アプリケーション１０２ａが起動した時点で、デー
タの選択処理が行われると、自動的に中継サーバ２００に送信されるように設定されてい
る。
【０１１３】
　中継サーバ２００においては、携帯端末１００ａからデータがその発信元情報とともに
受信され、管理テーブル２０３に基づいて対応する宛先となる携帯端末１００ｅが決定さ
れ、通信部２０１によりそのまま中継転送される（Ｓ２０９）。
【０１１４】
　携帯端末１００ｅにおいては、通信部１０７ｅによりデータが受信され、記憶部１０８
ｂに記憶される（Ｓ２１１）。
【０１１５】
　その後、携帯端末１００ｄにおいて、データの送信後、タッチパネル１０１ａにおいて
、選択対象となるデータが表示されている範囲からタッチパネル１０１ａの外縁部に向け
たスライド操作の有無が判断され、そのスライド操作の方向に応じたスライド表示が表示
制御部１０５ａにより行われるとともに、スライド操作をしたスライド操作時刻を、中継
サーバ２００を介して携帯端末１００ｅに送信する（Ｓ２１２）。
【０１１６】
　携帯端末１００ｅにおいて、タッチパネル１０１ｂにおいて、その外縁部から内側に向
けたスライド操作の有無が判断される（Ｓ２１３）。そして、当該スライド操作が、携帯
端末１００ｅにおけるスライド操作の基準時から所定時間以内であるか否かが、検出部１
０４ｂにおいて判断される（Ｓ２１４）。そして、所定時間以内であると判断される場合
には、表示制御部１０５ｂによりタッチパネル１０１ｂにおいてデータはスライド表示さ
れるとともに、記憶部１０８ｂにおいてデータは記憶された状態が維持される（Ｓ２１５
）。
【０１１７】
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　また、基準時から所定時間以内にスライド操作はないと、検出部１０４ｂにおいて判断
されると（Ｓ２１３：ＮＯ、Ｓ２１４：ＮＯ）、削除部１０６ｂにより、該当するデータ
は記憶部１０８ｂから削除される（Ｓ２１６）。
【０１１８】
　その後、携帯端末１００ｄおよび携帯端末１００ｅのそれぞれにおいて、アプリケーシ
ョン１０２ａおよびアプリケーション１０２ｂが終了処理されると（Ｓ２１７、Ｓ２１７
ａ）、その旨が、中継サーバ２００に通知され、中継サーバ２００における管理テーブル
２０３から、制御部２０２により、対応する組み合わせのユーザ情報が消去される。また
Ｓ２０８において受信されたデータが記憶されている場合には、制御部２０２により、そ
のデータも削除される（Ｓ２１８）。
【０１１９】
　このようにして、中継サーバ２００を使ったデータの移動処理を行うことができる。
【０１２０】
　つぎに、この第二の実施形態のデータ送信システムの変形例について説明する。この変
形例は、移動しようとするデータのデータサイズが所定値以上である場合には、ダミーデ
ータをスライド表示させることにより直感的な移動処理を行わせようとするものである。
図１６は、その変形例における処理を示すフローチャートである。
【０１２１】
　ここでは、図１５との相違点に着目して説明する。Ｓ２０１からＳ２１１までは、図１
５に示される処理と同じであり、中継サーバ２００において、携帯端末１００ｄおよび携
帯端末１００ｅの組み合わせが決定され、携帯端末１００ｄにおいて選択されたデータは
、携帯端末１００ｅに送信される。
【０１２２】
　そして、携帯端末１００ｄにおいて、画像選択がされると、選択されたデータのデータ
サイズが所定値以下であるか否かが判断される（Ｓ２１１ａ）。所定値以下である場合に
は、選択されたデータを記憶部１０８ａから読み出し、スライド表示のための処理に使わ
れる。所定値以下ではない場合には、記憶部１０８ａからダミーデータを読み出し（Ｓ２
１２ａ）、ユーザによるスライド操作が行われると、ダミーデータをスライド表示させる
（Ｓ２１２）。
【０１２３】
　携帯端末１００ｅにおいては、スライド操作を検出して（Ｓ２１３）、そのスライド操
作が基準時点から所定時間以内である場合には（Ｓ２１４）、データの移動があったとし
て、データのスライド表示を行う（Ｓ２１５ａ）。なお、携帯端末１００ｅにおいては、
記憶部１０８ｂを参照して、記憶されているデータのデータサイズが所定値以下のもので
はない場合には、ダミーデータを利用し、またデータの受信が完了していない場合にも、
同様にダミーデータを用いたスライド表示処理を行わせる。
【０１２４】
　また、基準時から所定時間以内にスライド操作はないと、検出部１０４ｂにおいて判断
されると（Ｓ２１３：ＮＯ、Ｓ２１４：ＮＯ）、削除部１０６ｂにより、該当するデータ
は記憶部１０８ｂから削除される（Ｓ２１６）。
【０１２５】
　そして、アプリケーション１０２ａおよびアプリケーション１０２ｂが終了されると（
Ｓ２１７、Ｓ２１７ａ）、中継サーバ２００から対応する携帯端末１００ａおよび携帯端
末１００ｂの組み合わせや、データが削除される（Ｓ２１８）。
【０１２６】
　このようにして、中継サーバ２００を利用して、ダミーデータを利用したスライド操作
およびそのスライド表示処理を行わせることができ、データサイズによらず、直感的な操
作を可能にさせる。
【０１２７】
　つぎに、本実施形態の携帯端末１００ｄおよび携帯端末１００ｅの作用効果について説
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明する。
【０１２８】
　本実施形態の携帯端末１００ｄは、おおむね第一の実施形態と同様の作用効果を奏する
が、中継サーバ２００に対してデータ送信処理を行う点や、中継サーバ２００が携帯端末
１００ｄおよび携帯端末１００ｅの組み合わせを決定する点で相違する。すなわち、携帯
端末１００ｄにおいて、通信部１０７ｄは、ネットワーク上に配置されている中継サーバ
２００を介して、通信相手にデータを送信する。そして、通信部１０７ｄは、当該送信に
先立って、中継サーバ２００に対して、スライド表示をさせるための機能であるアプリケ
ーション１０２ａを起動したことを示す起動情報および測位された位置情報を通知するこ
とにより、中継サーバ２００において、データの送信処理を実行しようとする移動先の携
帯端末１００ｄおよび移動元の携帯端末１００ｅの組み合わせを特定することができる。
【０１２９】
　また、本実施形態の携帯端末１００ｅは、位置測位部１０９ｂをさらに備え、通信部１
０７ｅは、ネットワーク上に配置されている中継サーバ２００を介して、携帯端末１００
ｄからデータを受信し、当該受信に先立って、中継サーバ２００に対して、スライド表示
をさせるための機能を起動したことを示す起動情報および測位された位置情報を通知する
ことで、中継サーバ２００において、データの送信処理を実行しようとする移動先の携帯
端末１００ｄおよび移動元の携帯端末１００ｅの組み合わせを特定することができる。
【０１３０】
　そして、中継サーバ２００において、通信部２０１は、携帯端末１００ｄの識別情報、
位置情報およびアプリケーション１０２ａ起動情報、携帯端末１００ｅの識別情報、位置
情報およびアプリケーション１０２ｂの起動情報を受信し、これら情報を管理テーブル２
０３は一時記憶する。そして、制御部２０２は、受信された各位置情報および起動情報に
基づいて、携帯端末１００ｄおよび携帯端末１００ｅの組み合わせを特定する。そして、
通信部２０１は、携帯端末１００ｄからデータを受信すると、制御部２０２により組み合
わせが特定された携帯端末１００ｅに対してデータを転送する。
【０１３１】
　よって、携帯端末１００ｄおよび携帯端末１００ｅにおいて、中継サーバ２００を利用
したデータの送受信を行うことができ、ネットワークを利用したデータ送信の直感的な操
作を実現することができる。
【０１３２】
　また、携帯端末１００ｄおよび携帯端末１００ｅは、アプリケーション１０２ａおよび
１０２ｂの起動情報をはじめ、その時刻情報および位置情報を中継サーバ２００に送信し
、中継サーバ２００では、これら情報に基づいて同時期に、同位置において、データ送信
のための同じアプリケーションを起動させた場合には、それら携帯端末１００ｄおよび１
００ｅは、互いにデータの送信を希望している端末であると判断することができ、それら
を一組の端末として管理することができる。
【０１３３】
　なお、移動元の携帯端末１００ｄおよび移動先の携帯端末１００ｅにおいて、それぞれ
アプリケーション１０２ａおよびアプリケーション１０２ｂが起動した時刻情報を、起動
情報等とともに中継サーバ２００に通知して、それを管理テーブル２０３に記憶させても
よいし、中継サーバ２００において、起動情報を受信した時刻を管理テーブル２０３に記
憶させるようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１３４】
１００ａ、１００ｂ、１００ｃ 、１００ｄ、１００ｅ…携帯端末、１０１ａ、１０１ｂ
…タッチパネル、１０２ａ、１０２ｂ…アプリケーション、１０３ａ …選択部、１０４
ａ、１０４ｂ…検出部、１０５ａ、１０５ｂ…表示制御部、１０６ｂ…削除部、１０７ａ
、１０７ｂ…近距離無線通信部、１０７ｄ     、１０７ｅ…通信部、１０８ａ、１０８
ｂ…記憶部、１０９ａ、１０９ｂ…位置測位部、２００…中継サーバ、２０１…通信部、
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２０２…制御部、２０３…管理テーブル。
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